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【目的】 

甲（以下「依頼者」）と乙（以下「栽培者」）は、栽培者が生産する特定の栽培条件

を満たした農産物（以下「本産品」）に関し、以下の通り協定を締結する。 

 

第 1 条（本産品および栽培条件） 

１． 栽培者は、別紙仕様書に定める栽培条件（農薬・肥料の使用制限等）を遵守して本

産品を生産するものとする。 

２． 依頼者は、別途選定する精米事業者を通じて、前項の本産品を購入するものとす

る。 

 

第 2 条（検品および適合性の確認） 

１． 依頼者は、本産品が前条の栽培条件に適合しないと判断した場合（残留農薬検査の

不合格、栽培履歴の未提出等）、本産品の受領を拒否できる。 

２． 前項の不適合が栽培者の責に帰すべき事由による場合、栽培者は速やかに代替品の

検討、または損害の補償について依頼者栽培者協議するものとする。 

 

第 3 条（情報の伝達義務） 

１． 栽培者は、天候不良等により栽培条件の維持が困難、または収穫量の著しい減少が

見込まれる場合、直ちに依頼者へ通知しなければならない。 

 

第 4 条（疑義の決定等） 

この協定に関する疑義及びこの契約に定めのない事項については、依頼者と栽培者

は協議のうえ定めるものとする。 

 

第 5 条（裁判管轄） 

この協定に関して生じた発注者受注者間の紛争については、高知地方裁判所を第一

審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

この協定の締結を証するため、この契約書 2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自

その 1通を保有するものとする。 

ｐ 

 令和 8 年 月 日 

 

   依頼者（甲） 

        高知県香美市土佐山田町宝町一丁目 2 番 1 号 

 

                    香美市長    依光 晃一郎   印 

 

 

   栽培者（乙） 

住 所 

 

           氏 名                       印 
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香美市学校給食米の栽培に関する協定書

１．本書では、依頼者と栽培者を次の者とする。

　依頼者： 香美市

　栽培者：

　精米事業者： （後日、香美市が決定する）

２．依頼者が栽培を依頼するものは、次のとおりとする。

　品名： 学校給食米 ※）栽培条件有り

　種類： コシヒカリ

　規格： 二等級米以上 ※）等級条件有り

　数量： １２０袋／３０㎏袋玄米 ※）数量条件あり

３．納入期限と納入場所は、次のとおりとする。

　収穫期間： 令和８年８月頃

　納入場所： （精米事業者決定後に協議する）

４．依頼する学校給食米の条件は、次のとおりとする。

　栽培条件：

・予め届け出た香美市内の圃場で栽培者が栽培したものとする

・必要以上の農薬を使用せず、国等の定める用量用法を遵守したものとする

・全圃場において、農薬や肥料の量やタイミングを統一する

・栽培者は届け出た圃場で収穫した新米の残留農薬検査を実施する

　等級条件：

・農産物検査による二等級米以上を原則とする

・等級検査は、精米事業者と栽培者が協力して実施する

　数量条件：

・届出圃場での収穫量が契約数量を下まわる場合は、収穫できた全量とする

　ただし、玄米３０㎏未満は対象外とする

・届出圃場での収穫量が契約数量を上まわる場合は、別途協議とする

　納入条件：

・予め届け出た圃場において栽培された新米とする

・届け出の無い圃場の米が混入しないようにする

・玄米を３０㎏のコメ用の紙袋入りの状態で納入する

・納入時期は、年１回、８月頃を予定する。

・精米事業者への納入は、事前に栽培者と精米事業者の間で、別途協議とする

協議後速やかに、収穫量と玄米納入量を、依頼者と精米事業者に通知する

・納入時に、残留農薬検査結果（写し可）を提出する

残留農薬検査は、８月実施を予定する

安全の基準値を超えた場合は、納入しない

検査費用は、栽培者の負担とする

　価格等：

・玄米の価格は、双方で協議のうえ適正な価格を決定する。

　その他：

・米穀等の取引等に係る情報の記録および産地情報の伝達に関する法律

　（トレーサビリティ法）および食品衛生法など関連法令を遵守すること

・協定書および仕様書に記載していない事項や不測の事態に陥った時は、

　双方協議のうえ決定する

以上

仕 様 書

協定名：
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